
ご利用 
いただける方 

個人のお客様で、野村證券に証券口座を開設済みの方 
野村信託銀行の「普通預金（銀行代理店用）口座」を開設済みの方 

取扱期間 

2018年10月1日（月）～2018年12月28日（金） 
取扱期間中に野村信託銀行の外貨定期預金にお預入れいただいた場合が対象となるため、最終のお申込みと「普通預金
（銀行代理店用）口座」への預入金額のご入金は12月26日（水）となります。 
※同期間で実施している法人向けの米ドル外貨定期預金キャンペーンと合算した申込総額が5億米ドルを超えた場合、取
扱期間中にキャンペーンの受付を中止する場合があります。 

預入金額 1,000万円以上 3億円以下（円からのお預入れのみ）、取扱期間中1人1契約限り 

預入条件 

野村證券のお取引店でお申込みと「普通預金（銀行代理店用）口座」への預入金額のご入金の両方を預入日の2
営業日前までに行ってください。 
預入日に預入金額が引落とされ、円を米ドルに替えた上で外貨定期預金を設定します。引落としできなかった場合、お申込
みは取消されたものとしてお取扱いいたします。円を米ドルにする際（預入時）は、預入日における野村信託銀行所定の
為替レートを適用します。適用為替レートには、1米ドルあたり25銭の為替スプレッド（手数料）があります。 

満期時の取扱い 
この預金は自動継続型商品です。 
満期日に元金と利息（税引後）の合計額をもって同期間の定期預金が設定されます。自動継続後の利率は、継
続日における預入金額・預入期間に応じた野村信託銀行所定の利率を適用いたします。 
払出しは、野村證券に開設されたお客様名義の証券口座への米ドルの送金による方法のみとなります。 

利息の取扱い 
付利単位は1セント単位とし、日割計算（年360日）により満期日に一括してお支払します。 
個人のお客様の利息に対する税金は、20.315%（国税15.315%（復興特別所得税を含む）、地方税5%）の源泉
徴収税率で計算します。 

中途解約時の 
取扱い 

ご希望の解約日の2営業日前の15時30分までに野村證券のお取引店にてお手続きください。 
中途解約された場合、キャンペーン金利は適用されず、中途解約日における野村信託銀行所定の米ドル普通預金金利が
適用されます。 
 （ご参考） 2018年10月1日時点の米ドル普通預金金利 0.02% （税引後 年率 0.01593%） 

その他 

この預金は預金保険の対象とはなりません。 
為替相場の変動により、お受取りの外貨元利金を円換算すると、当初外貨預金設定時の預入金額を下回る（円ベースで
元本割れとなる）場合があります。 
預入時の適用為替レートと満期後等に米ドルを円に交換する時の適用為替レートには為替スプレッドがあるため、為替相場
の変動がない場合でも、お受取りの米ドルの円換算額が当初外貨定期預金設定時の預入金額を下回る（円ベースで元
本割れとなる）場合があります。 

●この預金の商品内容、リスク等詳細については、「自動継続外貨定期預金規定（銀行代理店用）」、「外貨定期預金 契約締結前交付書面
（兼外貨定期預金等書面）（銀行代理店用）」をご覧ください。これらの書面は、野村證券の本・支店にご用意しております。●野村證券は野村信
託銀行の銀行代理店としてこの預金の受入を内容とする契約締結の媒介を行うものであり、この預金は野村信託銀行へのお預入れとなります。 ●本
キャンペーンは予告なく変更または中止する場合があります。 

6.00％ （税引後4.78110%） 年率 1ヶ月 

野村の応援プラン 
米ドル外貨定期預金キャンペーン 

（上記特別金利は当初 1ヶ月のみ適用） 

個人向け 
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